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・ スキャナで読み取った際は、作業責任者(実施者または管理者)が電子署名法に適合

した電子署名・タイムスタンプ等を遅滞なく行い、責任を明確にすること。 

なお、電子署名については「6.12 法令で定められた記名・押印を電子署名で行う

ことについて」を参照すること。 

 

3． 情報作成管理者は、上記運用管理規程に基づき、スキャナによる読み取り作業が、適

正な手続で確実に実施される措置を講じること。 

 


